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厚生労働省省内事業仕分け

平成 22年 4月 12日 に第 1回厚生労働省省内事業仕分けが開催

され、社会保険診療報酬支払基金 (以下「支払基金」)について事業

仕分けが行われまtた。

<事業仕分けの概要>

○ 支払基金から「法人概要」及び「改革案」についての説明が行われ、省

内事業仕分け事務局から「事務口事業や法人についての論点等」について

説明があり、議論が行われました。

0 事業仕分け人の主な意見
口支払基金は診療側よりになつているのではないか。

・国保連との統合の論点があるのではないか。

・ レセプト電子化の効果をより明確にすべきではないか。

・支払基金の業務の一部は外部にゆだねることが可能ではないか。

・システムコス トも含めてコストの説明が必要ではないか。     i
・競争原理を一定のルールで導入したらどうか。

○政務三役からのコメント
ロ手数料が妥当なのか今後議論していく。コス トに見合つた手数料になつ

ているのか。今のままだとコス トが上がれば手数料も上がる仕組みにな

っているので、コス トの削減努力をしないと手数料が上がる。何らかの
´

歯止めの仕組みを考えたい。

・ラスパイレス指数について、公務員より給料が高い:手数料にもはねて

いる。これを見直す。
口地域間格差があり過ぎる。どういう理由で離れているのかをきちもと調

査をする。これを是正し、適正に、納得のいく審査にするためにはどう

いう手法が必要なのかサンプル調査も含めて現状を把握していく。

※事業仕分 けの模様は YouTubeにア ップされています。

http.//www.youtube.com/watch?v=BxCqeztsa94



本資料は 4ヽ月 12日 に厚生労働省で実施された省
内事業仕分けにおいて支払基金から提出された資料
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特別民間法人「社会保険診療報酬支払基金」の改革案について
: ≪改革案説明資料≫       |

:

※ 政務3役において、本案を基に更なる改革案を検討中

|   |
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1込_:量JttFE5法人三社会保険診療幸反酬支払基金」の改革案にういて ‖

0「今後の審査委員会のあり方に関する検討会」の報告書を踏まえ、審査の充実や支部門差異の
解消に取り組む方針6

○ 平成22年度前半を目途に、平成23～ 27年度を対象期間とする「サービスの向上と業務効率化の
ための新たな計画」を策定する方針

`

1.国から 減

[平成 23年度 ll

aお6人  .Q"7人 E」〉73年度に 4′962人 (4125人 )

27年度までに少なくとも
4,562人 (▲400人

)

少なくと,A525今

IJ傘琴1拿産の売去口|   「 T

遊休不動産の処分・宿舎の見直し      ―
新計甲に盛り込む ―

||‐

｀

1審査の充実
2業務効率化・コスト削減 書



○ 支払基金においては、自らの取組として、平成21年 5月 より、審査委́員代表、保険者代表

診療
響

当者岱表等の
今

画を得て「今後の審査委員会のあり方に関する検討会」を開催し、

平成22年 3月 、報告書を公表。

0平成22年度前半を目途に、平成23～ 27年度を対象期間とする「サービスの向上と

業務効率化のための新たな計画」を策定する方針。

○ その中では、   |                   .
① 電子レセプトによる審査の質の向上の方向性

② 審査を含む業務処理全般に関する現行の体制の見直し後の姿

③ 業務に係るコストの削減自標並びにそれに向けた財政見通し及び手数料単価の見込み

④ 審査実績の向上及び支部間差異の解消に向けて達成すべき目標を設定して

その進行状況を検証する仕組み

等を盛り込む方針。

…
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1.国`からの財政支出の削減

≪具体的な見直しの内容≫

Ol社会医療診療行為別調査受託費
(26百万円)

○ 診療報酬データ提供・レセ電調剤分析データ1提
供受託費     (27百 万円)

O介 護保険関係業務費補助金

(233百万円 )

厚労省の方針に従う

≪見直しによる削減額≫

厚労省の方針に従う

厚労省の方針に従う

平成22年度予算

286百万円

平成23年度～

厚労省の方針に従う
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2.組織のスリム化

平成22年度当初

5,087/\

平成23年度～

23年度に 4,962人 (▲ 125人 )

27年度までに少なくとも
4,562人 (▲4oO人 )

少なくとも▲525人

≪具体的な見直しの内容≫

○ 電子レセプトヘの対応に主眼を置いた組織の在り方の見直し :

改革前

○ 紙レセプトについては、日視点検を実施。
電子レセプトについては、点検条件を設定

してシステムチェックを実施。

○ 民間委託が可能である請求支払業務を
すべて民間に委託。    :

○ 支部ごとに庶務:会計・資金管理の業務を
処理。           _  :

改革後

○ すべての 電子レセプトに対して
システムチェックを実施。人による審査を
「人でなければできない審査」に限定6

0弓 |き続き、アウトソTシングを実施。

O平 成23年度より、資金管理業務を本部
で一括して処理。

○ 庶務ご会計の業務を各ブロックで中核と
なる支部に集約する方向で検討:
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863.7

1鐵輻閣レセプト取扱件数
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8.5

ピーク時の平成13年度と比較す
ると、10年間で1,1387人

(22%)の削減を実現。
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じ:饉断畔僣11 魃鼈 鰤 酬 11隋鰤 I

平成14年度 ・ レセプトOCR処理業務

平成15年度

二:レセプトOCR処理業務

・ 請求・支払デT夕入力業務の一部

平成16年度

LレセプトOCR処理業務

・ 請求・支払データ入力業務の全部

・ レセプトの保険者別分類業務の一部(大規模支部)

平成 17年度

ロレセプトocR処理業務

薔請求L支払データ入力業務の全部

・ レセプトの保険者別分類業務の一部 (全支部)

平成18年度～

・ レセプトocn処‐理業務

・ 請求・支払データ入力業務の全部

・ レセプトの保険者別分類業務の全部(全支部)



○ |「 L/セプトオンラィンイヒ|三対応したサ■ビスと業務効率化のための計画」(平成19年¬2月 )
|に

おいてはt平成20～ 23年には、レセプトのオンライン化に伴う900人の要員効果を

見込んだ上で、4oo人の要員を審査の充実に振り向け、500人の定員削減を盛り込んだ

ところ8   1       1 
‐

○ 1具体的には、‐    |■    |
① 現行で支著Fごとに処理されている資金管理業務(保険者に対する診療報酬の請求及び

1医療機関に対する診療報酬の支払の業務)について、平成23年度より、本部で一括して

0.現れぞ輩善|ビlll亀通:1耗キt、る庶務`会計の管理業務のうち、集約可能なものに

ついて
=本

部又は各ブロックで中核となる支部に集約する方向で検討する

などt業務処理体制を見直すことにより、職員定員の削減を計画的に進める方針。

8

○1平成22年度前
‐
率を自途にt平成23γ 27年度を対象期間とする「サービスの向上と

業務効率化のための新たな計画」を策定するに当たっては、平成24年度以降に少なくとも

46o人あ走員削減を盛り1込む方針。
・

|        |l   i



47支部体制のあり方については、「今後の審査委員会のあり方に関する
検討会」の議論を踏まえた検討が必要であるが:全国組織である支払基金
の機能を活|かした事業運営を目指す。

● 1覆 1島負1責ヨ義1進あた場

`|11■

蔀が大量部と尚様の組轟体術で '

‐
|よ非効率なことから、1平成

‐
22年度から段FIBL的に小支部の組織体制をスリム化。

(16支部を4課体制から3課体市1へ再編)|

②l平成23年度からは|‐ 集約可有ヒな業
‐務を本部T括又はブロック申核支部

での処理体制とすること1を
検討61 1‐



3.余剰資産の売却

遊休不動産の処分及び宿舎の見直し

≪具体的な内容≫

○ 遊体不動産の処分
・ 現有の13支部16物件の売却を
本部に移管6

○ 宿舎の見直し
・ 平成23～27年度の5年間で空戸
・発生宿舎の処分及び自前宿舎から

借上宿舎べの移行を計画的に推進。

新計画に盛り込む

《具体的な効果≫

○ 売却の迅速化・効率化

○ 資産のスリム化
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